
令和５年５月１日 

 

関 係 各 位 

印西地区環境整備事業組合 印西斎場 

 

令和５年５月８日以降の施設利用の運用等について 

 

 平素は印西斎場の運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症に係る施設の利用制限につきましては、ガイドラインが変更されたこと

や新型コロナウイルス感染症が令和５年５月８日から５類感染症に移行されること等を踏まえ一部を

除き下記のとおり変更・解除することといたしますので、ご案内いたします。 

記 

 

１．新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬受け入れ等について 

  通常火葬枠での受け入れとさせていただきます。 

  予約受付につきまして、電話予約から通常受付となりますが、「ガイドラインによる情報共有シ 

ート（当施設ではヒアリングシート）」の作成につきましては、引き続きご協力願います。 

 

〇「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、 搬送、葬 

儀、火葬等に関するガイドライン＿令和 5 年 4 月 26 日（第 4 版）」 

（https://www.mhlw.go.jp/content/001091930.pdf） 

 

２．施設利用人数等について 

  施設利用人数の制限につきましては、解除いたしますが、３密（密閉・密集・密接）の回避、人 

と人との距離の確保、手洗い等の手指衛生、換気等の徹底、場面に応じたマスクの着用など、基 

本的な感染対策については、引き続きご協力をお願いします。 

式場及び待合室の席については、現状にて運用しますが、必要に応じて倉庫及びクローゼットか 

らお出しのうえ、ご使用ください。なお、ご使用後は元にお戻し願います。 

待合室、控室での茶器及びポットの貸し出しとお茶の提供を再開します。（紙コップ対応） 

  収骨室では、斎場職員の指示・誘導にご理解ご協力をお願いします。 

   

３．マスク着用の考え方について 

  マスクの着用は個人の判断に委ねることを基本とします。 

  ※流行期に混雑する場所などにおいて、重症化リスクが高い方はご自身を守るためマスクの着用 

   が効果的であるとされています。 

  ※施設柄、斎場職員等につきましては、マスクの着用を推奨しておりますことを申し添えます。 

 

  〇令和 5 年 3 月 13 日以降のマスク着用の考え方について 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.html）  

   

https://www.mhlw.go.jp/content/001066186.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.html

